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K
A

は
じ
め
に

本
稿
に
翻
刻
・
校
注
を
す
る
『
天
地
瑞
祥
志
』
は
、
水
口
幹
記
氏
（
現
藤
女
子
大
学
）
を
代
表
と
す
る
天
地
瑞
祥
志
研
究
会
が
二
〇
一
一
年
秋
よ
り
輪
読
会
を
行
い
、
水

口
・
田
中
両
人
に
よ
る
該
書
第
一
（
条
例
目
録
）
の
翻
刻
・
校
注
が
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
九
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
及
び
九
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
に
掲
載
さ
れ

て
以
来
、
参
加
者
に
よ
る
い
く
つ
か
の
成
果
が
あ
る
。
最
新
の
掲
載
情
報
は
水
口
氏
の
リ
サ
ー
チ
マ
ッ
プ
「
天
地
瑞
祥
志
校
注
に
つ
い
て（
一
）」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

唐
の
薩
守
真
の
『
天
地
瑞
祥
志
』
全
二
十
巻
は
、
天
文
占
を
中
心
と
す
る
専
門
類
書
で
あ
り
、
中
国
側
の
資
料
に
は
正
史
の
目
録
類
を
初
め
と
し
て
そ
の
書
目
は
見
ら
れ

な
い
が
、
日
本
で
は
、『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
「
天
地
瑞
祥
志
廿
」
と
著
録
さ
れ
、
平
安
時
代
に
は
全
二
十
巻
が
将
来
さ
れ
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
（
八
七
六
）

年
八
月
六
日
条
を
初
出
と
し
て
、
陰
陽
道
関
連
文
献
を
中
心
に
利
用
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
該
書
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
前
掲
『
藤
女
子
大
学
国
文

学
雑
誌
』
九
三
号
に
収
録
さ
れ
て
い
る
水
口
氏
に
よ
る
「
序
」、
及
び
名
和
敏
光
氏
編
『
東
ア
ジ
ア
思
想
・
文
化
の
基
層
構
造
─
術
数
と
『
天
地
瑞
祥
志
』─
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

該
書
第
一
「
目
録
」
に
拠
れ
ば
、
第
二
の
「
天
地
像
」
よ
り
第
十
（
暈
・
雲
気
）
ま
で
が
、
天
象
・
日
月
・
五
星
・
二
十
八
宿
・
中
外
官
・
流
星
・
客
星
・
彗
星
・
雲
気

と
い
っ
た
、『
晋
書
』
天
文
志
な
ど
に
も
扱
わ
れ
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
と
知
れ
る
が
、
該
書
は
す
で
に
約
半
数
の
九
巻
を
残
存
す
る
の
み
で
あ
り
、
天
文
占
に
関
わ
る
箇
所

は
（
第
一
「
明
分
野
」
な
ど
を
除
い
て
）
第
七
（
内
官
卌
六
官
・
外
官
九
十
一
官
）
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
に
は
、
こ
の
内
「
内
官
卌
六
官
」
の
翻
刻
・
校
注
を
載
せ

る
。
な
お
、
こ
の
翻
刻
・
校
注
は
田
中
が
担
当
し
た
が
、
こ
の
成
果
は
研
究
会
の
参
加
者
に
よ
る
意
見
の
集
約
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く（
二
）。
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最
後
と
な
る
が
、
該
書
の
翻
刻
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
と
同
研
究
所
の
武
田
時
昌
名
誉
教
授
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
。

（
一
）https://researchm

ap.jp/read0078090/research_blogs

（
二
〇
二
一
年
九
月
十
五
日
確
認
）

（
二
） 
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
一
般
）・
課
題
番
号20H

01301

「
5
～
12
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
〈
術
数
文
化
〉
の
深
化
と
変

容
」（
代
表
水
口
幹
記
）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

『
天
地
瑞
祥
志
』
翻
刻
・
校
注
凡
例

原
文

一
、
底
本
に
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
『
天
地
瑞
祥
志
』
を
用
い
る
。

一
、
底
本
は
文
章
の
改
行
に
無
秩
序
な
箇
所
が
あ
る
が
、
読
者
の
便
を
図
り
、
引
用
書
や
文
脈
に
よ
り
適
宜
段
落
を
設
け
、
各
々
に
、
01
、
02
…
と
番
号
を
付
し
て
①
に
記

し
た
。

一
、
底
本
は
抄
本
で
あ
り
、
行
草
体
や
筆
写
特
有
の
字
体
を
含
む
が
、
適
宜
楷
書
化
し
、
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

一
、
底
本
の
双
行
注
（
割
り
注
）
は
山
括
弧
〈
〉
に
入
れ
て
示
し
、
欠
字
は
□
で
示
し
て
い
る
。

一
、
底
本
に
書
き
入
れ
が
有
る
際
、
ま
た
は
、
底
本
の
字
作
り
が
前
田
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
天
地
瑞
祥
志
』（
以
下
「
尊
経
閣
本
」
と
略
す
）
と
異
な
る
際
に
は
、
①
の
本
文

の
右
旁
に
［
一
］［
二
］
…
…
と
付
し
、
文
末
に
書
き
入
れ
や
校
異
を
記
し
た
。
但
し
、
僅
か
で
も
字
体
が
異
な
る
文
字
を
す
べ
て
挙
げ
る
こ
と
は
繁
雑
の
難
が
あ
る
た

め
、
抄
本
に
頻
見
す
る
異
体
字
の
類
で
、
一
見
し
て
同
義
の
文
字
で
あ
る
と
判
断
可
能
な
文
字
は
、
こ
れ
を
略
し
て
載
せ
て
い
な
い
。

校
訂

一
、
①
に
示
し
た
原
文
を
適
宜
正
字
に
改
め
、
句
読
点
な
ど
の
記
号
を
付
し
た
も
の
を
②
に
記
し
た
。
略
字
・
異
体
字
に
つ
い
て
は
、「
日
」
と
「
曰
」、「
弖
」
と
「
氐
」、

「
文
」
と
「
父
」、「
大
」
と
「
太
」
な
ど
の
鈔
本
に
多
く
見
ら
れ
る
字
形
が
混
同
さ
れ
る
文
字
や
、
そ
の
字
形
が
甚
だ
し
く
相
異
す
る
場
合
以
外
は
、
特
に
断
り
な
く
改

め
て
い
る
。

一
、
①
に
示
し
た
原
文
に
衍
字
が
有
る
と
認
め
た
場
合
は
、
②
に
衍
字
を
丸
括
弧
（ 

）
に
入
れ
て
示
し
、
脱
字
・
誤
字
が
有
る
と
認
め
た
場
合
は
、
適
宜
文
字
を
挿
入
・
改

正
し
た
。

一
、
右
の
誤
字
・
衍
字
・
脱
字
を
②
に
示
す
際
、
①
に
記
し
た
原
文
の
書
き
入
れ
、
も
し
く
は
尊
経
閣
本
を
根
拠
と
し
た
箇
所
に
は
白
丸
○
を
、
他
の
関
連
資
料
を
根
拠
と

し
た
箇
所
に
は
四
角
□
を
付
し
た
。
書
き
入
れ
と
他
の
関
連
資
料
の
両
者
を
根
拠
と
し
た
箇
所
に
は
、
白
丸
○
し
か
付
し
て
い
な
い
。

一
、
右
に
記
し
た
根
拠
以
外
、
前
後
の
文
脈
な
ど
に
依
拠
し
て
誤
字
・
衍
字
・
脱
字
を
判
断
し
た
箇
所
に
は
黒
丸
●
を
付
し
、
特
記
す
べ
き
事
項
が
有
れ
ば
②
の
文
末
に
注

記
し
た
。

訓
読

一
、
②
の
文
章
を
訓
読
し
、
③
に
記
し
た
。

注
釈
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一
、
関
連
資
料
は
③
の
右
旁
に
（
一
）（
二
）
…
…
と
付
し
、
④
に
提
示
し
た
。

一
、
④
に
は
、
関
連
資
料
の
書
名
、
篇
名
と
本
文
を
記
し
、『
天
地
瑞
祥
志
』
本
文
と
対
応
す
る
箇
所
に
傍
線
を
付
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
個
所
に
注
釈
が
付
い
て
い
る
場

合
、
本
文
中
に
（
１
）（
２
）
の
番
号
を
付
し
て
、
本
文
の
後
に
併
記
し
た
。
な
お
、
引
用
文
が
長
大
に
渉
る
際
に
は
、
本
文
・
注
釈
と
も
に
『
天
地
瑞
祥
志
』
本
文
と

関
連
し
な
い
箇
所
を
省
略
し
た
。

一
、
②
で
四
角
□
を
付
し
て
誤
字
・
衍
字
・
脱
字
を
示
し
た
際
に
根
拠
と
な
っ
た
文
字
に
つ
い
て
は
、
④
の
当
該
文
字
を
□
で
囲
み
示
し
た
。

一
、『
天
地
瑞
祥
志
』
本
文
中
の
「
守
曰
」
の
「
守
」
が
『
天
地
瑞
祥
志
』
撰
者
の
「
薩
守
真
」
で
あ
る
こ
と
は
逐
一
注
記
し
な
い
。

※ 

な
お
、
底
本
の
文
字
の
判
定
や
正
字
の
確
定
な
ど
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
処
理
の
可
能
な
限
り
努
め
た
が
、
最
終
的
な
判
断
は
担
当
者
に
一
任
し
た
。
ま
た
、『
天
地
瑞
祥

志
』
本
文
の
体
裁
が
各
巻
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
各
巻
の
注
釈
の
体
裁
も
、
各
担
当
者
に
一
任
し
て
い
る
。

天
地
瑞
祥
志
第
七

○
小
篇
目

01
①

天
地
瑞
祥
志
第
七
〈
内
外
官
〉
撰

　

一
内
官
卌
六
官
〈
附
見
五
官
〉

　

二
外
官
九
十
一
官
〈
附
見
二
官
〉

01
②

天
地
瑞
祥
志
第
七
〈
內
外
官
〉（
撰●

）

　

一
、
內
官
卌
六
官
〈
附
見
五
官
〉

　

二
、
外
官
九
十
一
官
〈
附
見
二
官
〉

01
③

天
地
瑞
祥
志
第
七
〈
內
外
官
〉

　

一
、
內（
一
）官

卌
六
官
〈
五
官
を
附
見
す
〉

　

二
、
外
官
九
十
一（
二
）官

〈
二
官
を
附
見
す
〉

01
④

（
一
）『
天
地
瑞
祥
志
』
と
同
時
期
の
序
文
を
有
す
『
天
文
要
録
』
も
、「
外
官
」
に
対
し
て
「
内
官
」
と
言
い
、
そ
れ
よ
り
も
多
少
成
立
の
早
い
『
晉
書
』
天
文
志
・『
隋
書
』

天
文
志
は
「
中
（
外
）
官
」
と
言
う
が
、「
内
官
」
の
称
は
、
恐
ら
く
隋
の
皇
祖
楊
忠
の
避
諱
を
存
し
た
も
の
か
。
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（
二
）
本
書
第
一
、
六
目
録
は
「
九
十
官
」
に
作
る
。

○
一
、
內
官
卌
六

【
概
要
】
石
氏
・
甘
氏
・
巫
咸
の
三
家
に
属
す
る
内
官
星
四
十
六
官
を
記
す
。
各
星
官
の
冒
頭
に
、
そ
の
属
す
る
各
家
の
占
辞
を
附
し
（
石
氏
星
官
に
の
み
去
極
度
を
用
い
た

座
標
を
記
す
。
な
お
、
天
樽
の
み
甘
氏
に
属
し
な
が
ら
、
石
氏
の
占
辞
が
付
さ
れ
て
い
る
。）、
次
い
で
諸
家
の
占
辞
と
、『
宋
書
』
や
『
晋
書
』
の
天
文
志
の
、
若
し
く
は
そ

れ
に
類
似
す
る
占
例
を
載
せ
る
。
記
載
さ
れ
た
星
官
は
、
石
氏
が
十
九
官
、
甘
氏
が
二
十
二
官
、
巫
咸
が
五
官
の
計
四
十
六
官
で
り
、「
附
見
五
官
」
が
不
詳
。
石
氏
星
官
の

内
、『
開
元
占
經
』
で
は
独
立
し
た
項
目
の
立
て
ら
れ
な
い
五
帝
・
屏
・
郎
位
・
郎
将
・
常
陳
の
五
官
が
「
附
見
五
官
」
で
あ
る
可
能
性
も
有
る
が
、
そ
の
場
合
、
他
に
五
官

の
記
述
を
佚
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
第
一
条
例
目
録
、
六
目
録
に
拠
れ
ば
、
本
巻
の
前
巻
に
当
た
る
第
六
に
「
内
官
九
十
八
官
〈
附
見
四
官
〉」
が
記
載
さ
れ
て
い
た

が
、
す
で
に
散
逸
し
、
そ
の
内
容
は
未
詳
で
あ
る
た
め
、
本
巻
に
本
来
記
載
さ
れ
い
る
べ
き
星
官
が
何
で
あ
っ
た
か
を
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
本
巻
の
星
官
の

次
序
は
、
大
概
『
晋
書
』
天
文
志
の
記
載
に
類
似
し
、
特
定
の
石
氏
星
官
を
中
心
に
、
そ
の
付
近
の
甘
氏
・
巫
咸
の
星
官
を
ま
と
め
て
記
載
す
る
た
め
、
そ
の
大
枠
に
従
え

ば
、
本
巻
冒
頭
に
石
氏
内
官
「
五
車
」
の
記
事
が
欠
落
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

01
①

属
石
〈
力［
一
］逝

反
時
亦
反
〉
甘
德
曰
五
星
在
五
車
北
砥
刃
百
工
悴
治
黃
帝
書
曰
熒
舎
廿
日
諸
侯
開
庫
發
兵
郗
萌
曰
熒
入
石
邊
平
兵
起

［
一
］「

」
に
作
る
。

01
②

厲□

石
〈
力
逝
反
。
時
亦
反
。〉。
甘
德
曰
、「
五
星
。
在
五
車
北
。
砥
刃
、
百
工
悴
治
。」
黃
帝
書
曰
、「
熒
舎
廿
日
、
諸
侯
開
庫
發
兵
。」
郗
萌
曰
、「
熒
入
石
、
邊
平
兵
起
。」

01
③

厲
石
〈
力（
一
）逝

の
反
。
時（
二
）亦

の
反
。〉。
甘
德
曰
く
、「
五（
三
）星

。
五
車
の
北
に
在
り
。
刃
を
砥
ぎ
、
百
工 

治
を
悴う
れ

ふ
。」
と
。『
黃
帝
書
』
に
曰
く
、「
熒（
四
） 

舎
す
る
こ
と
廿
日
な
れ

ば
、
諸
侯 

庫
を
開
き
兵
を
發
す
。」
と
。
郗
萌
曰
く
、「
熒（
五
） 

石せ
き

に
入
れ
ば
、
邊
平
げ
ら
る
も
兵
起
こ
る
。」
と
。

01
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
二
厂
部

厲
、
力
遊
反
。（
神
宮
文
庫
藏
本
玉
篇
零
本
は
「
力
逝
反
。」
に
作
る
。）

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
二
石
部

石
、
時
亦
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
若
杉
家
本
石
氏
簿
讚
、
以
下
同
）

厲
石
、
四
星
、
在
五
車
西
。
礪
石
砥
刃
、
百
上
卒
治
。

『
天
文
要
錄
』
甘
內
宮
占
第
四
十
八
、
厲
石
六
十
五
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齊
甘
德
曰
、「
厲
石
五
星
在
五
車
西
。」
陳
卓
曰
、「
在
天
軍
南
三
尺
所
。
厲
石
砥
刃
、
百
攻
卒
治
。
主
利
兵
武
甲
也
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
礪
星
占
六
十
四

甘
氏
曰
、「
礪
石
四
星
在
五
車
西
。」
甘
氏
讚
曰
、「
礪
石
砥
刃
、
百
工
淬
治
。」

『
隋
書
』
卷
十
四
、
天
文
志
上
、
經
星
中
宮
（
晉
志
不
載
）

五
車
…
…
。
西
五
星
曰
厲
石
。
金
若
客
星
守
之
、
兵
動
。

（
四
）（
五
）『
天
文
要
錄
』
甘
內
宮
占
第
四
十
八
、
厲
石
六
十
五

郗
萌
曰
、「
歲
星
・
熒
惑
入
守
厲
石
、
將
軍
爭
地
、
邊
軍
誅
其
國
。
期
一
年
。」
黃
帝
曰
、「
熒
惑
失
度
舎
居
厲
石
經
二
旬
、
諸
侯
開
庫
、
兵
起
、
勇
士
謀
外
。
不
出
一

年
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
七
、
熒
惑
占
八
、
熒
惑
犯
甘
氏
中
官
二
、
熒
惑
犯
礪
石
十
七

郗
萌
曰
、「
熒
惑
入
礪
石
、
邊
卒
兵
起
。」
黃
帝
占
曰
、「
熒
惑
舎
礪
石
二
十
日
、
諸
侯
開
庫
發
兵
。」

02
①

八
縠
〈
拜
黠
反
古
禄
反
〉
甘
德
曰
八
星
在
五
車
北
土
官
平
衡
聚
集
王
都
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
漢
史
曰
縠
主
候
歳
八
縠
一
星
已［
一
］一

縠
不
成
也

［
一
］「
亡
」
に
作
る
。

02
②

八
穀□

〈
拜
黠
反
。
古
祿
反
。〉。
甘
德
曰
、「
八
星
。
在
五
車
北
。
土
官
。
平
衡
、
聚
集
王
都
。」
漢
史
曰
、「
穀□

主
候
歲
。
八
穀□

一
星
亡〇

、
一
穀□

不
成
也
。」

02
③

八
穀
〈
拜（
一
）黠

の
反
。
古（
二
）祿

の
反
。〉。
甘
德
曰
く
、「
八（
三
）星

。
五
車
の
北
に
在
り
。
土
官
な
り
。
平
衡
な
れ
ば
、
王
都
に
聚
集
せ
ら
る
。」
と
。
漢
史
曰
く
、「
穀（
四
）は

候
歲
を
主

る
。
八
穀
の
一
星
亡
す
れ
ば
、
一
穀
成
ら
ざ
る
な
り
。」
と
。

02
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
三
十
八
部

八
、
鄙
憂
反
。（
目
録
は
「
八
、
鄙
戛
反
。」
に
作
る
。）

※
廣
韻
は
、
八
・
黠
・
戛
、
倶
に
入
十
四
黠
。 

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
五
黍
部

穀
、
古
祿
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』

八
䡰
、
八
星
、
在
五
車
北
。〈
八
䡰
平
量
、
聚
集
王
都
。〉

『
天
文
要
錄
』
甘
內
宮
占
第
四
十
八
、
八
轂
六
十
六
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東
靈
紀
曰
、「
八
轂
主
君
德
行
。
平
爲
土
官
也
。」
齊
甘
德
曰
、「
八
轂
八
星
、
在
五
車
北
。
八
轂
平
量
、
聚
集
王
都
。
主
候
歲
、
實
得
也
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
八
穀
星
占
六
十
五

甘
氏
曰
、「
八
穀
八
星
在
五
車
北
。〈
八
穀
謂
稻
・
黍
・
稷
・
大
麥
・
小
麥
・
大
荳
・
小
荳
・
麻
子
也
。〉
巫
咸
曰
、「
八
穀
星
主
土
官
也
。」
…
…
。
甘
氏
讚
曰
、「
八
穀

平
衡
、
聚
集
王
都
。」〈
謂
穀
粟
皆
歸
集
於
王
都
也
〉。

（
四
）『
天
文
要
錄
』
甘
內
宮
占
第
四
十
八
、
八
轂
六
十
六

齊
甘
德
曰
、「
八
轂
八
星
、
在
五
車
北
。
八
轂
平
量
、
聚
集
王
都
。
主
候
歲
、
實
得
也
。」
…
…
。
卑
竈
曰
、「
八
轂
具
不
見
、
天
下
五
穀
不
熟
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
八
穀
星
占
六
十
五

郗
萌
曰
、「
八
穀
主
候
歲
。」
石
氏
曰
、「
八
穀
一
星
不
具
、
則
一
穀
不
成
。
三
星
已
上
不
具
、
以
食
爲
害
。」

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

五
車
…
…
。
北
八
星
曰
八
穀
、
主
候
歲
。
八
穀
一
星
亡
、
一
穀
不
登
。

03
①

天
關
〈
胡
環
反
〉
石
氏
曰
一
星
在
五
車
南
参
在
足
北
〈
入
觜
初
去
極
七
十
三
度
半
〉
天
關
一
星
道
所
從
水
官
昴
畢
之
間
為
天
街
故
曰
天
關
也
主
邊
事
主
開
閇
芒
用
有
兵
□
□

□
□
□
□
晋
穆
帝
永
和
元
年
正
月
〻
犯
天
關
占
曰
有
乱
臣
更
天
子
之
法
□
安
帝
隆
安
四
年
七
月
〻
犯
天
關
占
曰
王
者
憂
七
月
太
后
李
氏
崩
□
義
煕
八
年
十
月
〻
奄
天
關
占
曰

有
兵
是
年
十
二
月
朱
齢
石
滅
蜀
之
〈
郗
萌
曰
天
門
也
七
耀
不
出
其
中
行
者
必
有
一
國
之
王
不
朝
者
一
日
有
主
不
□
□
道
者
其
年
有
兵
五
星
守
為
地
氣
池
貴
人
多
死
也
〉
□
□

石
氏
曰
木
火
水
有
守
天
關
皆
為
臣
謀
主
歳
水
民
飢
有
自
賣
者
□
晋
康
帝
建
元
二
年
歳
星
犯
天
關
占
曰
關
梁
當
澁
比
来
江
東
無
他
故
江
道
亦
不
艱
難
而
石
季［
一
］龍

頻
年
再
閉
關
不

通
信
使
也
〈
郗
萌
曰
熒
惑
出
入
必
有
逆
兵
火
逆
守
天
關
兵
大
起
〻
野
也
守
大
必
有
一
國
之
主
不
朝
守
廿
日
若
卌
日
天
下
大
赦
填
星
守
王
者
壅
蔽
信
不
建
義
煕
七
年
六
月
填
星

犯
天
關
占
曰
臣
謀
主
其
七
月
未
齢
石
尅
蜀
〻
又
反
後
年
討
滅
也
黃
帝
書
曰
太
白
守
關
大
臣
反
含［
二
］大

守
兵
六
十
日
大
赦
〉

［
一
］「
李
」
に
作
る
。［
二
］「
舎
」
に
作
る
。

03
②

天
關
〈
胡
環
反
。〉。
石
氏
曰
、「
一
星
。
在
五
車
南
・
參
左□

足
北
〈
入
觜
初
、
去
極
七
十
三
度
半
。〉。
天
關
一
星
、
道
所
從
。
水
官
。
昴
・
畢
之
閒
爲
天
街
。
故
曰
天
關
也
。

主
邊
事
。
主
開
閉
。
芒
・
角□

有
兵
。」
晉
穆
帝
永
和
元
年
正
月
、
月
犯
天
關
。
占
曰
、「
有
亂
臣
更
天
子
之
法
。」
安
帝
隆
安
四
年
七
月
、
月
犯
天
關
。
占
曰
、「
王
者
憂
。」
七

月
、
太
后
李
氏
崩
。
義
熙
八
年
十
月
、
月
奄
天
關
。
占
曰
、「
有
兵
。」
是
年
十
二
月
、
朱
齡
石
滅
蜀
、
之
〈
郗
萌
曰
、「
天
門
也
。
七
耀
不
出
其
中
行
者
、
必
有
一
國
之
王
不

朝
者
。
一
曰
、
有
主
不
道□

。
□
道
者
、
其
年
有
兵
。
五
星
守
爲
地
氣
泄□

、
貴
人
多
死
也
。」〉。」
石
氏
曰
、「
木
・
火
・
水
有
守
天
關
、
皆
爲
臣
謀
。
主
歲
水
、
民
飢
、
有
自
賣

者
。」
晉
康
帝
建
元
二
年
、
歲
星
犯
天
關
。
占
曰
、「
關
梁
當
澀
。
比
來
江
東
無
他
故
、
江
道
亦
不
艱
難
、
而
石
季
龍
頻
年
再
閉
關
不
通
信
使
也
。」〈
郗
萌
曰
、「
熒
惑
出
入
、

必
有
逆
兵
。
火
逆
守
天
關
、
兵
大
起
。
起
野
也
。
守
大
、
必
有
一
國
之
主
不
朝
。
守
廿
日
、
若
卌
日
、
天
下
大
赦
。
塡
星
守
、
王
者
壅
蔽
、
信
不
建
。」
義
煕
七
年
六
月
、
塡

星
犯
天
關
。
占
曰
、「
臣
謀
主
。」
其
七
月
、
朱□

齡
石
尅
蜀
。
蜀
又
反
、
後
年
討
滅
也
。『
黃
帝
書
』
曰
、「
太
白
守
關
、
大
臣
反
。
舎○

大
、
守
兵
。
六
十
日
、
大
赦
。」〉

03
③
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天
關
〈
胡（
一
）環

の
反
。〉
石
氏
曰
く
、「
一（
二
）星

。
五
車
の
南
・
參
の
左
足
の
北
に
在
り
〈
觜（
三
）の

初
に
入
り
、
極
を
去
る
こ
と
七
十
三
度
半
。〉。
天（
四
）關

一
星
、
道
の
從
ふ
所
な
り
。

水（
五
）官

な
り
。
昴（
六
）・

畢
の
閒
を
天
街
と
爲
す
。
故
に
天
關
と
曰
ふ
な
り
。
邊（
七
）事

を
主
る
。
開
閉
を
主
る
。
芒
・
角
あ
れ
ば
兵
有
り
。
晉（
八
）の

穆
帝
永
和
元
年
正
月
、
月 

天
關
を
犯

す
。
占
に
曰
く
、「
亂
臣 

天
子
の
法
を
更
む
る
有
り
。」
と
。
安（
九
）帝

隆
安
四
年
七
月
、
月 

天
關
を
犯
す
。
占
に
曰
く
、「
王
者
憂
ふ
。」
と
。
七
月
、
太
后
李
氏
崩
ず
。
義（
十
）熙

八
年
十
月
、
月 

天
關
を
奄
す
。
占
に
曰
く
、「
兵
有
り
。」
と
。
是
の
年
の
十
二
月
、
朱
齡
石 

蜀
を
滅
す
、
之
な
り
〈
郗
萌
曰
く
、「
天
（
十
一
）門

な
り
。
七
耀 

其
の
中
行
に
出
で
ざ

れ
ば
、
必
ず
一
國
の
王
の
朝
せ
ざ
る
者
有
り
。
一
に
曰
く
、
主
の
不
道
な
る
有
り
。
□
道
な
れ
ば
、
其
の
年
に
兵
有
り
。
五
星 

守
す
る
を
地
氣
泄
る
る
と
爲
し
、
貴
人
多
く

死
す
る
な
り
。」
と
。〉。
石
氏
曰
く
、「
木
（
十
二
）・

火
・
水
に
天
關
を
守
す
る
有
れ
ば
、
皆 

臣
謀
る
と
爲
す
。
歲
水
を
主
り
、
民
飢
ゑ
、
自
ら
賣
る
者
有
り
。」
と
。
晉
（
十
三
）の

康
帝
建

元
二
年
、
歲
星 
天
關
を
犯
す
。
占
に
曰
く
、「
關
梁
當
に
澀し
ぶ

る
べ
し
。」
と
。
比こ
の
ご
ろ來

江
東
に
他
故
無
く
、
江
道
も
亦
た
艱
難
な
ら
ざ
る
に
、
而
る
に
石
季
龍 

頻
年
再
び
關
を

閉
ぢ
信
使
を
通
ぜ
ざ
る
な
り
。」
と
。〈
郗
萌
曰
く
、「
熒
（
十
四
）惑

出
入
す
れ
ば
、
必
ず
逆
兵
有
り
。
火 

天
關
を
逆
守
す
れ
ば
、
兵
大
い
に
起
こ
る
。
野
に
起
こ
る
な
り
。
守
す
る

こ
と
大
な
れ
ば
、
必
ず
一
國
の
主
の
朝
せ
ざ
る
有
り
。
守
す
る
こ
と
廿
日
、
若
し
く
は
卌
日
な
れ
ば
、
天
下
大
赦
あ
り
。
塡
（
十
五
）星 

守
す
れ
ば
、
王
者 

壅よ
う
へ
い蔽

せ
ら
れ
、
信
建
た

ず
。」
と
。
義
（
十
六
）煕

七
年
六
月
、
塡
星 
天
關
を
犯
す
。
占
に
曰
く
、「
臣 

主
を
謀
る
。」
と
。
其
の
七
月
、
朱
齡
石 

蜀
を
尅う

つ
。
蜀
又
反
す
る
も
、
後
年
討
滅
す
る
な
り
。『
黃

帝
書
』
に
曰
く
、「
太
（
十
七
）白 

關
を
守
す
れ
ば
、
大
臣 

反
す
。
舎
す
る
こ
と
大
な
れ
ば
、
兵
を
守
る
。
六
十
日
な
れ
ば
、
大
赦
あ
り
。」
と
。〉

03
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
一
門
部

關
、
古
環
反

（
二
）（
三
）（
四
）『
三
家
簿
讚
』

天
關
、
一
星
、
在
五
車
南
・
參
左
足
北
。〈
天
關
一
星
、
道
所
從
。〉

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
略
同
文
）

天
關
一
星
、
在
五
車
南
。
亦
曰
天
門
。
日
月
之
所
行
也
。
主
邊
事
。
主
關
閉
。
芒
・
角
有
兵
。
五
星
守
之
、
貴
人
多
死
。

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
中
二
、
天
關
占
三
十
八

石
氏
曰
、「
天
關
星
在
五
車
南
・
參
西
北
。」〈
入
觜
初
度
、
去
極
七
十
三
度
半
。
在
黃
道
外
二
度
太
。〉
…
…
。
石
氏
讚
曰
、「
天
關
一
星
、
道
所
從
。」

（
五
）
未
詳
。「
水
官
」
の
性
質
を
有
す
星
官
は
多
々
有
る
が
、
天
關
付
近
の
も
の
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
、
い
ず
れ
も
巫
咸
の
占
辞
で
あ
る
。『
開
元
占
經
』
卷

六
十
六
、
石
氏
中
官
中
二
、
五
車
星
占
三
十
七
に
、「
巫
咸
曰
、
五
車
、
天
子
五
兵
。
水
官
。」
と
有
り
、
同
南
北
河
戍
占
三
十
九
に
「
巫
咸
曰
、
南
北
戍
北
門
、
水
官
也
。」

と
有
り
、
同
巻
六
十
八
、
石
氏
外
官
、
玉
井
星
占
二
十
一
に
「
巫
咸
曰
、
玉
井
、
水
官
。」
と
有
り
、
同
巻
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
天
街
星
占
七
十
五
に
「
巫
咸
曰
、
天

街
、
水
官
也
。」
と
有
る
。

（
六
）『
史
記
』
卷
二
十
七
、
天
官
書

昴
・
畢
閒
爲
天
街
。

※
天
關
は
昴
・
畢
の
東
に
在
る
た
め
、「
故
に
」
と
言
う
。

（
七
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
略
同
文
）
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天
關
一
星
、
在
五
車
南
。
亦
曰
天
門
。
日
月
之
所
行
也
。
主
邊
事
。
主
關
閉
。
芒
・
角
有
兵
。
五
星
守
之
、
貴
人
多
死
。

『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
天
關
四
十

石
申
曰
、「
天
關
芒
・
角
、
其
國
有
兵
。
氣
先
擧
、
兵
勝
。
後
、
負
、
呑
血
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
中
二
、
天
關
占
三
十
八

石
氏
曰
、「
天
關
星
芒
・
角
、
有
兵
。」

（
八
）『
宋
書
』
卷
二
十
四
、
天
文
志
二
（
晉
志
略
同
文
）

晉
穆
帝
永
和
元
年
正
月
、
…
…
。
戊
寅
、
月
犯
天
關
。
占
曰
、「
有
亂
臣
更
天
子
之
法
。」
…
…
。
是
年
初
、
庾
翼
在
襄
陽
。
七
月
、
翼
疾
將
終
、
輒
以
子
爰
之
爲
荊
州

刺
史
、
代
己
任
、
爰
之
尋
被
廢
。
明
年
、
桓
溫
又
輒
率
衆
伐
蜀
、
執
李
勢
、
送
至
京
都
。

（
九
）『
宋
書
』
卷
二
十
五
、
天
文
志
三
（
晉
志
略
同
文
）

隆
安
四
年
…
…
。
七
月
…
…
。
丁
卯
、
月
犯
天
關 

。
占
曰
、「
王
者
憂
。」
…
…
。
四
年
…
…
。
七
月
、
太
皇
太
后
李
氏
崩
。

（
十
）『
宋
書
』
卷
二
十
五
、
天
文
志
三
（
晉
志
略
同
文
な
る
も
「
伐
蜀
」
を
「
滅
蜀
」
に
作
る
。）

義
熙
八
年
…
…
。
十
月
辛
亥
、
月
奄
天
關 

。
占
曰
、「
有
兵
。」
…
…
。
十
二
月
、
朱
齡
石
伐
蜀
。
九
年
七
月
、
朱
齡
石
滅
蜀
。

（
十
一
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
略
同
文
）

天
關
一
星
、
在
五
車
南
。
亦
曰
天
門
。
日
月
之
所
行
也
。
主
邊
事
。
主
關
閉
。
芒
・
角
有
兵
。
五
星
守
之
、
貴
人
多
死
。

『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
天
關
四
十

郗
萌
曰
、「
月
不
出
其
中
行
者
、
必
一
國
之
主
不
朝
者
。
一
曰
、
有
言
不
道
者
。
五
星
不
出
其
中
、
臣
有
不
道
者
。
日
月
五
星
行
不
從
天
關
、
不
出
其
年
、
有
兵
。」

…
…
。
郗
萌
曰
、「
五
星
有
守
天
關
者
、
貴
人
多
死
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
中
二
、
天
關
占
三
十
八

郗
萌
曰
、「
天
關
、
天
門
也
。
在
黃
道
中
。
日
月
不
出
其
中
行
、
必
有
一
國
之
主
不
朝
者
。
一
曰
、
主
不
道
者
。
五
星
不
出
其
中
、
臣
必
有
不
道
者
。」
黃
帝
占
曰
、「
日

月
五
星
不
出
天
關
中
者
、
必
有
叛
臣
不
從
君
命
。
若
主
不
道
、
臣
謀
君
。
有
兵
起
。」

同
卷
二
十
八
、
歲
星
占
六
、
歲
星
犯
石
氏
中
官
、
歲
星
犯
天
關
三
十
七

郗
萌
曰
、「
星
守
天
關
、
爲
貴
人
多
死
。」

同
卷
五
十
一
、
太
白
占
七
、
太
白
犯
石
氏
中
官
、
太
白
犯
天
關
三
十
八

郗
萌
曰
、「
太
白
守
天
關
、
大
臣
反
。
一
曰
、
爲
地
氣
泄
、
貴
人
多
死
。」

（
十
二
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
天
關
四
十

石
申
曰
、「
歲
星
・
熒
惑
守
天
關
、
臣
謀
。
其
守
、
多
水
、
民
飢
、
有
自
賣
者
。」

『
開
元
占
經
』
卷
二
十
八
、
歲
星
占
六
、
歲
星
犯
石
氏
中
官
、
歲
星
犯
天
關
三
十
七

石
氏
曰
、「
歲
星
守
天
關
、
歲
水
、
民
饑
、
有
自
賣
者
。」
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（
十
三
）『
宋
書
』
卷
二
十
四
、
天
文
志
二
（
晉
志
略
同
文
な
る
も
「
二
年
」「
當
分
」
に
作
る
。）

建
元
元
年
、
歲
星
犯
天
關
。
安
西
將
軍
庾
翼
與
兄
冰
書
曰
、「
歲
星
犯
天
關
、
占
云
『
關
梁
當
澁
。』 

比
來
江
東
無
他
故
、
江
道
亦
不
艱
難
。
而
石
虎
頻
年
再
閉
關
、
不

通
信
使
。
此
復
是
天
公
憒
憒
、
無
皁
白
之
徵
也
。」

（
十
四
）『
開
元
占
經
』
卷
三
十
五
、
熒
惑
占
六
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
上
、
熒
惑
犯
天
關
三
十
八

海
中
占
曰
、「
熒
惑
出
入
天
關
左
右
、
必
有
置
立
關
塞
之
事
。
一
曰
、
必
有
逆
兵
・
不
順
者
。」
…
…
。（
郗
萌
）
又
占
曰
、「
熒
惑
守
天
關
二
十
日
、
若
四
十
日
、
天
下
大

赦
。」
又
占
曰
、「
熒
惑
守
天
關
、
必
有
一
國
之
王
不
朝
者
。
車
有
急
行
。」
…
…
。
帝
覽
嬉
曰
、「
熒
惑
逆
行
守
天
關
、
車
騎
有
急
行
、
兵
大
起
、
士
卒
滿
野
。
期
九
十
日
。」

（
十
五
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
天
關
四
十

郗
萌
曰
、「
塡
星
守
天
關
、
王
者
壅
蔽
、
信
不
違
。」

『
開
元
占
經
』
卷
四
十
三
、
塡
星
占
六
、
塡
星
犯
石
氏
中
官
三
十
六

巫
咸
曰
、「
塡
星
守
天
關
、
王
者
壅
蔽
、
信
使
不
達
。
若
關
梁
不
通
。」

（
十
六
）『
宋
書
』
卷
二
十
五
、
天
文
志
三
（
晉
志
略
同
文
な
る
も
「
民
尋
」
の
二
字
無
く
、「
又
討
」
の
「
又
」
字
無
し
。）

義
熙
七
年
…
…
。
六
月
…
…
。
己
亥
、
塡
星
犯
天
關
。
占
曰
、「
臣
謀
主
。」
…
…
。
七
月
、
朱
齡
石
剋
蜀
、
蜀
民
尋
又
反
、
又
討
滅
之
。

（
十
七
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
天
關
四
十

郗
萌
曰
、「
熒
惑
・
太
白
相
從
守
天
關
、
經
六
十
日
、
天
下
大
赦
。」

『
開
元
占
經
』
卷
五
十
一
、
太
白
占
七
、
太
白
犯
石
氏
中
官
、
太
白
犯
天
關
三
十
八

郗
萌
曰
、「
太
白
守
天
關
、
大
臣
反
。
一
曰
、
爲
地
氣
泄
、
貴
人
多
死
。」

04
①

坐
旗
〈
徐
果
反
渠
眉
反
〉
甘
德
曰
九
星
在
恠
西
北
表
德
蔵
不
異
殊

04
②

坐
旗
〈
徐
果
反
。
渠
眉
反
。〉。
甘
德
曰
、「
九
星
。
在
怪
西
北
。
表
德
藏
、
別□
異
殊
。」

04
③

坐
旗
〈
徐（
一
）果

の
反
、
渠（
二
）眉

の
反
。〉。
甘
德
曰
く
、「
九（
三
）星

。
怪
の
西
北
に
在
り
。
德
の
藏
せ
ら
る
を
表
し
、
異
殊
を
別
つ
。」
と
。

04
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
四
土
部

坐
、
徐
果
反
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
七
㫃
部

旗
、
渠
基
反
。
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（
三
）『
三
家
簿
讚
』

坐

、
九
星
、
在
司
怪
西
北
。〈
坐

、

表
、
別
異
殊
居
。〉

『
天
文
要
錄
』
甘
內
宮
占
第
四
十
八
、
坐
旗
六
十
三

齊
甘
德
曰
、「
坐
旗
、
九
星
、
在
司
怪
西
北
、
坐
旗
〻
表
、
別
暴
別
居
。
一
名
文
旗
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
座
旗
星
占
六
十
二

甘
氏
曰
、「
座
旗
九
星
在
司
怪
東
北
。」
甘
氏
讚
曰
、「
座
旗
旗
表
、
別
異
殊
居
。〈
以
旗
表
、
則
君
臣
之
安
位
也
。〉」

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
略
同
文
）

司
怪
西
北
九
星
曰
坐
旗
。
君
臣
設
位
之
表
也
。

05
①

司
恠
〈
古
拜
反
〉
甘
德
曰
四
星
在
諸
王
西
司
恠
誥
咎［
一
］國

禍
殃
晋
志
曰
主
候
天
地
日
月
星
辰
變
異
反
鳥
獣
草
木
之
妖
明
主
聞
灾
脩
德
保
福

［
一
］「
國
」
の
下
に
挿
入
符
「
○
」
を
附
し
、
そ
の
右
旁
に
「
無
」
の
書
き
入
れ
有
り
。

05
②

司
怪
〈
古
拜
反
。〉。
甘
德
曰
、「
四
星
。
在
諸
王
西
。
司
怪
誥
咎
、
國
無○

禍
殃
。」『
晉
志
』
曰
、「
主
候
天
地
・
日
月
・
星
辰
變
異
及□

鳥
獸
・
草
木
之
妖
。
明
主
聞
灾
、
脩
德

保
福
。」

05
③

司
怪
〈
古（
一
）拜

の
反
。〉。
甘
德
曰
く
、「
四（
二
）星

。
諸
王
の
西
に
在
り
。
司
怪 

咎
を
誥つ

ぐ
れ
ば
、
國
に
禍
殃
無
し
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
天（
三
）地

・
日
月
・
星
辰
の
變
異
及
び

鳥
獸
・
草
木
の
妖
を
候
ふ
を
主
る
。
明
主 

灾
を
聞
か
ば
、
德
を
脩
め
福
を
保
ん
ず
。」
と
。

05
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
八
心
部

怪
、
古
壞
反
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』

司
怪
、
四
星
、
在
井
鉞
前
。〈
司
怪
誥
咎
、
各
國
无
灾
殃
。〉

『
天
文
要
錄
』
甘
內
宮
占
第
四
十
八
、
司
恠
六
十
二

齊
甘
德
曰
、「
司
怪
、
四
星
、
在
鉞
前
。」
陳
卓
曰
、「
在
王
星
西
。
司
怪
誥
、
各
國
无
咎
殃
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
司
怪
星
占
六
十
一

甘
氏
曰
、「
司
怪
、
四
星
、
在
鉞
前
。
司
怪
主
占
候
灾
祥
者
也
。」
…
…
。
甘
氏
讚
曰
、「
司
怪
誥
咎
、
國
無
災
殃
。」

（
二
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
略
同
文
）
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東
井
・
鉞
前
四
星
曰
司
怪
。
主
候
天
地
・
日
月
・
星
辰
變
異
及
鳥
獸
・
草
木
之
妖
。
明
主
聞
災
、
修
德
保
福
也
。

06
①

諸
王
〈
之
舒
反
往
方
反
〉
甘
德
曰
六
星
在
五
車
南
察
諸
侯
存
亡
□
郗
萌
曰
主
朝
會
也
熒
惑
入
主
以
妃
黨
徒
恣
為
下
□
謀
以
南
呉
楚
北
燕
趙
東
齊
宋
西
秦
晋

06
②

諸
王
〈
之
舒
反
。
往
方
反
。〉。
甘
德
曰
、「
六
星
。
在
五
車
南
。
察
諸
侯
存
亡
。」
郗
萌
曰
、「
主
朝
會
也
。」
熒
惑
入
、
主
以
妃
黨
徒
恣
、
爲
下
所□

謀
。
以
南
吳
・
楚
、
北
燕
・

趙
、
東
齊
・
宋
、
西
秦
・
晉
。

06
③

諸
王
〈
之（
一
）舒

の
反
。
往（
二
）方

の
反
。〉。
甘
德
曰
く
、「
六（
三
）星

。
五
車
の
南
に
在
り
。
諸
侯
の
存
亡
を
察
す
。」
と
。
郗
萌
曰
く
、「
朝（
四
）會

を
主
る
な
り
。」
と
。
熒（
五
）惑

入
れ
ば
、
主 

妃
黨
の
徒
の
恣
に
す
る
を
以
て
、
下
の
謀
る
所
と
爲
る
。
南（
六
）を

以
て
吳
・
楚
、
北
を
ば
燕
・
趙
、
東
を
ば
齊
・
宋
、
西
を
ば
秦
・
晉
と
す
。

06
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
九
言
部

諸
、
至
餘
反
。

※
廣
韻
は
、
諸
・
舒
・
餘
、
倶
に
上
平
九
魚
。 

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
王
部

王
、
禹
方
反
。（
篇
目
は
「
宇
方
反
」
に
作
る
。）

（
三
）『
三
家
簿
讚
』
第
十
三
紙

諸
王
、
六
星
、
在
五
車
南
。〈
諸
王
、
督
察
諸
侯
存
亡
。〉

『
天
文
要
錄
』
甘
內
宮
占
第
四
十
八
、
諸
王
六
一

齊
甘
氏
曰
、「
諸
王
、
六
星
、
在
五
車
東
南
。
王
星
督
察
諸
侯
存
亡
。
主
葛
消
謀
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
諸
王
星
占
六
十

甘
氏
曰
、「
諸
王
六
星
在
五
車
南
。」
…
…
。
甘
氏
讚
曰
、「
王
星
督
察
諸
侯
存
亡
。」

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
略
同
文
）

五
車
南
六
星
曰
諸
王
。
察
諸
侯
存
亡
。

（
四
）『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
諸
王
星
占
六
十

郗
萌
曰
、「
諸
王
主
朝
會
。」

（
五
）『
天
文
要
錄
』
甘
內
宮
占
第
四
十
八
、
諸
王
六
一

七
曜
內
紀
曰
、「
熒
惑
・
塡
星
入
守
王
星
、
女
黨
作
悖
、
刀
謀
天
子
、
宮
中
不
安
。
五
陳
之
府
命
不
平
。」
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『
開
元
占
經
』
卷
三
十
七
、
熒
惑
占
八
、
熒
惑
犯
甘
氏
中
官
二
、
熒
惑
犯
諸
王
十
五

春
秋
緯
曰
、「
熒
惑
入
諸
王
星
、
主
以
妃
黨
縱
恣
、
爲
天
下
所
謀
。」

（
六
）『
開
元
占
經
』
卷
九
十
、
彗
星
占
下
、
彗
星
犯
甘
氏
中
官
三
、
彗
孛
犯
諸
王
七

春
秋
緯
曰
、「
彗
星
出
諸
王
星
、
諸
侯
穪
王
皇
。
以
南
吳
・
楚
、
北
燕
・
趙
、
東
齊
・
宋
、
西
秦
・
晉
。」

07
①

南
北
河
〈
加
多
反
平
〉
石
氏
曰
南
河
北
河
各
三
星
夹
東
井
南
河
中
央
星
入
井
十
七
度
去
極
八
十
度
也
□
□
□
晋
志
曰
天
之

門
主
關
梁
也
南
河
曰
南
戎
一
曰
南
宮
一
曰
陽
門

一
曰
越
門
一
曰
權
星
主
火
北
河
一
曰
北
戎
一
曰
北
宮
一
曰
隂
門
一
曰
胡
門
衝
星
主
水
雨
戎
間
七
曜
之
常
道
也
河
戎
動
揺
中
國
兵
起
□
□
□
□
□
□
□
黄
帝
書
曰
南
北
戒
星
不

具
者
道
不
通
一
曰
大
水
月
行
南
戒
間
百
姓
温
疾
四
方
起
兵
月
行
北
河
之
北
兵
水
並
起
女
子
喪
乃
始
行
南
河
之
南
兵
旱
並
起
男
子
喪
乃
始
五
星
行
南
河
中
若
留
有
喪
旱
行
此
河

間
若
留
兵
起
道
不
通
胡
王
死
□
巫
咸
曰
火
守
若
北
河
西
星
人
相
食
守
南
河
間
大
國
君
重
不
吉
子
守
北
河
大
國
重
不
吉
女
火
舎
北
河
間
若
留
兵
起
道
不
通
卅
日
有
女
喪
舎
雨
間

廿
日
關
河
不
渡
諸
侯
不
通
蝕
南
河
之
西
星
北
河
之
東
星
皆
有
兵
蝕
南
之
東
天
下
為
戦
也
□
黄
帝
占
曰
填
星
守
北
河
東
星
致
徳
□
郗
萌
曰
守
南
北
河
有
土
功
守
北
河
西
星
五
穀

旡
實
又
有
令
守
南
河
賜
禄
之
□
□
□
□
□
黃
帝
占
曰
太
白
守
隂
門
不
出
百
日
天
下
兵
起
留
北
河
下
卅
日
有
自
来
王
将
人
民
来
留
過
卅
日
四
夷
大
乱
□
晋
志
曰
太
白
犯
南
河
占

曰
兵
起
□
郗
萌
曰
南
河
卅
日
國
有
男
喪
金
□
卅
日
舎
北
河
有
女
喪
之

07
②

南
北
河
〈
加
多
反
、
平
。〉。
石
氏
曰
、「
南
河
・
北
河
、
各
三
星
。
夾
東
井
。
南
河
中
央
星
、
入
井
十
七
度
、
去
極
八
十
度
也
。」『
晉
志
』
曰
、「
天
之
關□

門
。
主
關
梁
也
。

南
河
曰
南
戍□

。
一
曰
南
宮
、
一
曰
陽
門
、
一
曰
越
門
、
一
曰
權
星
、
主
火
。
北
河
、
一
曰
北
戍□

、
一
曰
北
宮
、
一
曰
陰
門
、
一
曰
胡
門
・
衝
星
、
主
水
。
兩□

戍□

間
、
七
曜
之

常
道
也
。
河
戍□

動
搖
、
中
國
兵
起
。」『
黃
帝
書
』
曰
、「
南
北
戍□

星
不
具
者
、
道
不
通
。
一
曰
、
大
水
。」
月
行
南
戍□

間
、
百
姓
溫
疾
、
四
方
起
兵
。
月
行
北
河
之
北
、
兵
・

水
竝
起
、
女
子
喪
乃
始
。
行
南
河
之
南
、
兵
・
旱
竝
起
、
男
子
喪
乃
始
。
五
星
行
南
河
中
、
若
留
、
有
喪
・
旱
。
行
北□

河
間
、
若
留
、
兵
起
、
道
不
通
、
胡
王
死
。
巫
咸
曰
、

「
火
守
、
若
北
河
西
星
、
人
相
食
。
守
南
河
間
、
大
國
君
重
不
吉
子
。
守
北
河
、
大
國
重
不
吉
女
。
火
舎
北
河
間
、
若
留
、
兵
起
、
道
不
通
。
卅
日
有
女
喪
。
舎
兩□

間
廿
日
、

關
河
不
渡
、
諸
侯
不
通
。
蝕
南
河
之
西
星
・
北
河
之
東
星
、
皆
有
兵
。
蝕
南
之
東
、
天
下
爲
戰
也
。」『
黃
帝
占
』
曰
、「
塡
星
守
北
河
東
星
、
致
德
。」
郗
萌
曰
、「
守
南
北

河
、
有
土
功
。
守
北
河
西
星
、
五
穀
无□

實
。
又
有
令
。
守
南
河
、
賜
祿
之
。」『
黃
帝
占
』
曰
、「
太
白
守
陰
門
、
不
出
百
日
、
天
下
兵
起
。
留
北
河
下
卅
日
、
有
自
來
、
王
將

人
民
來
。
留
過
卅
日
、
四
夷
大
亂
。」『
晉
志
』
曰
、「
太
白
犯
南
河
。
占
曰
、『
兵
起
。』」
郗
萌
曰
、「
南
河
、
卅
日
、
國
有
男
喪
。
金
・
火□

卅
日
舎
北
河
、
有
女
喪
之
。」

07
③

南
北
河
〈
加（
一
）多

の
反
、
平
。〉。
石
氏
曰
、「
南（
二
）河

・
北
河
、
各
〻
三
星
。
東
井
を
夾
む
。
南
河
の
中
央
星
、
井
の
十
七
度
に
入
り
、
極
を
去
る
こ
と
八
十
度
な
り
。」
と
。『
晉

志
』
に
曰
く
、「
天（
三
）の

闕
門
な
り
。
關
梁
を
主
る
な
り
。
南
河
を
南
戍
と
曰
ふ
。
一
に
南
宮
と
曰
ひ
、
一
に
陽
門
と
曰
ひ
、
一
に
越
門
と
曰
ひ
、
一
に
權
星
と
曰
ひ
、
火
を
主

る
。
北
河
は
、
一
に
北
戍
と
曰
ひ
、
一
に
北
宮
と
曰
ひ
、
一
に
陰
門
と
曰
ひ
、
一
に
胡
門
・
衝
星
と
曰
ひ
、
水
を
主
る
。
兩
戍
の
間
は
、
七
曜
の
常
道
な
り
。
河
戍
動
搖
す

れ
ば
、
中
國
の
兵
起
こ
る
。」
と
。『
黃
帝
書
』
に
曰
く
、「
南（
四
）北

の
戍
星
具
は
ら
ざ
れ
ば
、
道
通
ぜ
ず
。
一
に
曰
く
、
大
水
あ
り
。」
と
。
月（
五
） 

南
戍
の
間
を
行
け
ば
、
百
姓
に

溫
疾
あ
り
、
四
方 

兵
を
起
こ
す
。
月 

北
河
の
北
を
行
け
ば
、
兵
・
水
竝
び
起
こ
り
、
女
子
の
喪
乃
ち
始
ま
る
。
南
河
の
南
を
行
け
ば
、
兵
・
旱
竝
び
起
こ
り
、
男
子
の
喪
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乃
ち
始
ま
る
。
五（
六
）星 

南
河
の
中
を
行
き
、
若
し
留
せ
ば
、
喪
・
旱
有
り
。
北
河
の
間
を
行
き
、
若
し
留
せ
ば
、
兵
起
こ
り
、
道
通
ぜ
ず
、
胡
王
死
す
。
巫
咸
曰
く
、「
火（
七
） 

守

す
る
こ
と
、
若
し
北
河
の
西
星
な
れ
ば
、
人
相
食
ふ
。
南
河
の
間
に
守
せ
ば
、
大
國
の
君 

不
吉
の
子
を
重
ん
ず
。
北
河
に
守
せ
ば
、
大
國 

不
吉
の
女
を
重
ん
ず
。
火 

北
河

の
間
に
舎
し
、
若
し
留
せ
ば
、
兵
起
こ
り
、
道
通
ぜ
ず
。
卅
日
な
れ
ば
女
喪
有
り
。
兩
間
に
舎
す
る
こ
と
廿
日
な
れ
ば
、
關
河
渡
ら
ず
、
諸
侯
通
ぜ
ず
。
南
河
の
西
星
・
北

河
の
東
星
を
蝕
せ
ば
、
皆 

兵
有
り
。
南
の
東
を
蝕
せ
ば
、
天
下 

戰
を
爲
す
な
り
。」
と
。『
黃
帝
占
』
に
曰
く
、「
塡
星 

北
河
の
東
星
に
守
せ
ば
、
德
を
致
す
。」
と
。
郗
萌

曰
く
、「
南（
八
）北

の
河
に
守
せ
ば
、
土
功
有
り
。
北
河
の
西
星
に
守
せ
ば
、
五
穀
に
實
无
し
。
又 

令
有
り
。
南
河
を
守
せ
ば
、
祿
を
賜
ふ
な
り
。」
と
。『
黃
帝
占
』
に
曰
く
、

「
太（
九
）白 

陰
門
に
守
せ
ば
、
百
日
を
出
で
ず
し
て
、
天
下
の
兵
起
こ
る
。
北
河
の
下
に
留
ま
る
こ
と
卅
日
な
れ
ば
、
自
ら
來
る
有
り
、
王
は
人
民
を
將
て
來
る
。
留
す
る
こ
と

卅
日
を
過
ぐ
れ
ば
、
四
夷
大
い
に
亂
る
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
太（
十
）白 

南
河
を
犯
す
。
占
に
曰
く
、『
兵
起
こ
る
。』
と
。」
と
。
郗
萌
曰
く
、「
南
（
十
一
）河

、
卅
日
な
れ
ば
、

國
に
男
喪
有
り
。
金
・
火
卅
日 

北
河
に
舎
す
れ
ば
、
女
喪
有
る
な
り
。」
と
。

07
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
九
水
部

河
、
戸
多
・
賀
柯
反
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』

南
河
・
北
河
、
六
星
、
夾
東
井
。〈
南
河
・
北
河
六
星
、
知
逆
邪
。〉

『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
南
河
北
河
四
十
一

魏
石
申
曰
、「
南
河
・
北
河
、
六
星
、
夾
東
井
。
南
河
・
北
河
主
知
逆
耶
。

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
略
同
文
）

南
河
・
北
河
、
各
三
星
、
夾
東
井
。

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
中
二
、
南
北
河
戍
占
三
十
九

石
氏
曰
、「
南
河
・
北
河
六
星
、
夾
東
井
。」〈
東
河
中
央
、
入
井
十
七
度
、
少
去
極
八
十
度
。
在
黃
道
外
十
四
度
。〉

（
三
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

南
河
・
北
河
、
各
三
星
、
夾
東
井
。
一
曰
天
高
、
天
之
關
門
也
。
主
關
梁
。
南
河
曰
南
戍
、
一
曰
南
宮
、
一
曰
陽
門
、
一
曰
越
門
、
一
曰
權
星
、
主
火
。
北
河
曰
北
戍
、

一
曰
北
宮
、
一
曰
陰
門
、
一
曰
胡
門
、
一
曰
衡
星
、
主
水
。
兩
河
戍
間
、
日
月
五
星
之
常
道
也
。
河
戍
動
搖
、
中
國
兵
起
。
南
河
南
三
星
曰
闕
丘
、
主
宮
門
外
象
魏
也
。

（
四
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
南
河
北
河
四
十
一

黃
帝
曰
、「
南
河
・
北
戒
星
不
具
者
、
道
路
不
通
、
大
水
。
若
動
搖
、
中
國
兵
起
。
若
權
衡
不
正
、
則
天
下
傾
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
中
二
、
南
北
河
戍
占
三
十
九

石
氏
曰
、「
南
北
河
星
不
具
、
道
不
通
。
一
曰
、
大
水
。」

（
五
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
南
河
北
河
四
十
一

甘
氏
曰
、「
月
行
南
戒
中
、
四
方
兵
起
、
有
喪
。
若
旱
。
百
姓
多
病
。」
公
連
曰
、「
月
行
南
門
之
南
、
兵
・
旱
竝
起
、
男
子
有
喪
。」
…
…
。
方
朔
曰
、「
月
行
北
河
之
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北
、
兵
・
水
竝
起
、
女
子
有
喪
。」

『
開
元
占
經
』
卷
十
四
、
月
占
四
、
月
犯
石
氏
中
官
一

石
氏
曰
、「
月
行
南
河
戍
中
、
四
方
兵
起
、
有
喪
。
若
大
旱
、
百
姓
數
病
。」
帝
覽
嬉
曰
、「
月
行
南
河
之
南
、
兵
・
旱
竝
起
、
男
子
喪
乃
始
。」
…
…
。
帝
覽
嬉
曰
、「
月

行
北
河
之
北
、
兵
・
水
竝
起
、
女
子
喪
乃
始
。」

（
六
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
南
河
北
河
四
十
一

黃
帝
曰
、「
五
星
行
南
河
戒
中
、
留
・
守
、
大
旱
、
有
喪
。」
公
連
曰
、「
五
星
出
入
、
留
北
河
戒
中
、
外
臣
兵
起
、
絕
道
。」
紫
辨
曰
、「
五
星
出
北
河
戒
北
乘
、
胡
王

死
、
有
女
喪
。」

『
開
元
占
經
』
卷
二
十
六
、
歲
星
占
六
、
歲
星
犯
石
氏
中
官
、
歲
星
犯
南
河
北
河
戍
三
十
八

『
黃
帝
占
』
曰
、「
歲
星
若
留
止
守
南
河
戍
、
爲
百
姓
疾
病
。
一
曰
、
爲
旱
。
歲
星
行
南
河
戍
中
、
若
留
止
南
河
戍
、
皆
爲
喪
。
歲
星
出
北
河
、
若
乘
北
河
戍
、
爲
女

喪
。」
…
…
。『
黃
帝
占
」
曰
、
歲
星
出
北
河
戍
間
、
若
留
守
北
、
若
居
南
戍
間
、
若
守
两
間
、
爲
天
下
有
難
起
、
道
不
通
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
五
、
熒
惑
占
六
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
上
、
熒
惑
犯
南
北
河
戍
三
十
九

『
黃
帝
占
』
曰
、「
熒
惑
行
南
河
戍
中
、
若
留
止
守
南
河
戍
、
爲
旱
。」
…
…
。『
黃
帝
占
』
曰
、「
熒
惑
留
止
守
北
河
戍
、
不
出
百
日
、
天
下
兵
悉
起
。」

同
卷
四
十
三
、
塡
星
占
六
、
塡
星
犯
石
氏
中
官
、
塡
星
犯
南
北
河
三
十
七

『
黃
帝
占
』
曰
、「
塡
星
行
南
河
戍
中
、
若
留
止
守
之
、
爲
旱
。
一
曰
、
爲
有
疾
在
民
。」
郗
萌
曰
、
塡
星
行
南
河
戍
中
、
若
留
止
守
之
、
爲
有
喪
。」
…
…
。『
黃
帝
占
』

曰
、「
塡
星
出
北
河
戍
間
、
若
留
守
北
戍
、
若
居
南
河
戍
間
、
若
守
南
戍
、
爲
天
下
有
難
起
、
道
路
不
通
。」

同
卷
五
十
一
、
太
白
占
七
、
太
白
犯
石
氏
中
官
、
太
白
犯
南
北
河
三
十
九

『
黃
帝
占
』
曰
、「
太
白
乗
北
河
戍
、
若
出
北
河
北
、
皆
爲
胡
王
死
。
…
…
。」
…
…
。『
玄
冥
占
』
曰
、「
太
白
守
北
河
戍
、
胡
夷
兵
動
。
若
守
之
、
三
十
日
不
下
、
胡
人

敗
。
若
胡
王
死
、
天
下
大
水
、
人
民
飢
。
期
不
出
年
、
若
二
年
。」

同
卷
五
十
八
、
辰
星
占
六
、
辰
星
犯
石
氏
中
官
、
辰
星
犯
南
北
河
三
十
七

石
氏
曰
、「
守
南
河
、
蠻
夷
兵
起
、
邊
戍
有
憂
。
若
有
旱
災
、
人
民
饑
。」
又
曰
、「
留
守
南
戍
中
、
方
兵
起
。」『
黃
帝
占
』
曰
、「
辰
星
出
北
河
戍
間
、
若
留
守
北
戍
、

若
居
南
戍
間
、
若
守
兩
戍
間
、
爲
天
下
有
難
起
、
道
不
通
。」

（
七
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
南
河
北
河
四
十
一

公
連
曰
、「
熒
惑
舎
居
南
北
戒
、
諸
侯
之
國
不
通
、
天
下
諸
川
皆
溢
、
中
隔
不
通
。」
…
…
。
紫
辨
曰
、「
熒
惑
蝕
登
南
河
戒
之
東
星
、
天
下
州
戰
。」
…
…
。
甘
氏
曰
、

「
熒
惑
留
鬲
守
北
河
戒
、
不
出
百
日
、
兵
盡
起
大
、
大
國
女
后
有
喪
、
民
人
相
食
、
多
水
、
五
穀
無
實
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
五
、
熒
惑
占
六
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
上
、
熒
惑
犯
南
北
河
戍
三
十
九

郗
萌
曰
、「
熒
惑
守
南
河
戍
間
、
大
國
君
重
不
吉
子
代
。」
…
…
。
郗
萌
曰
、「
熒
惑
舎
北
河
戍
三
十
日
有
女
喪
。」
…
…
。
郗
萌
曰
、「
熒
惑
守
輿
鬼
逆
行
守
北
河
有
女
子

喪
。」
又
占
曰
、「
熒
惑
舎
兩
河
中
留
二
十
日
、
關
河
不
渡
、
諸
侯
不
通
。」

（
八
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
南
河
北
河
四
十
一
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郗
萌
曰
、「
塡
星
守
南
河
戒
、
賜
爵
祿
、
不
出
六
十
日
、
大
赦
、
五
穀
無
實
、
宮
女
多
飢
、
賣
衣
服
。」

『
開
元
占
經
』
卷
四
十
三
、
塡
星
占
六
、
塡
星
犯
石
氏
中
官
、
塡
星
犯
南
北
河
三
十
七

郗
萌
曰
、
…
…
。
又
占
曰
、「
塡
星
守
北
河
戍
西
五
穀
無
實
。」
…
…
。
又
占
曰
、「
塡
星
守
南
北
河
戍
賜
爵
祿
。
不
出
六
十
日
、
有
赦
。
一
曰
、
有
土
功
事
。」

（
九
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
南
河
北
河
四
十
一

郗
萌
曰
、「
太
白
入
天
高
成
鈎
巳
、
…
…
。
若
太
白
守
南
河
戒
中
、
天
下
兵
盡
起
、
不
出
百
日
。
…
…
。」
…
…
。
石
申
曰
、「
太
白
留
亭
北
河
戒
、
經
三
旬
、
必
有
蕃
國

王
來
。
若
經
六
十
日
留
、
四
戒
來
、
內
亂
。
若
守
陰
門
留
、
天
下
兵
起
、
大
將
軍
與
諸
侯
相
攻
擊
、
道
不
通
。」

『
開
元
占
經
』
同
卷
五
十
一
、
太
白
占
七
、
太
白
犯
石
氏
中
官
、
太
白
犯
南
北
河
三
十
九

黃
帝
占
曰
、「
太
白
乗
北
河
戍
、
若
出
北
河
北
、
皆
爲
胡
王
死
。
若
留
北
河
戍
下
、
三
十
日
必
有
自
來
、
主
將
其
民
降
中
國
。
其
留
過
三
十
日
、
四
夷
大
亂
。」
…
…
。

黃
帝
占
曰
、「
太
白
留
守
陰
門
、
不
出
百
日
、
天
下
兵
悉
起
。」

（
十
）『
晉
書
』
卷
十
三
、
志
第
三
、
天
文
下
、
月
五
星
犯
列
舍

（
義
熙
）
九
年
二
月
、
熒
惑
入
輿
鬼
。
占
曰
、「
有
兵
喪
。」
太
白
犯
南
河
。
占
曰
、「
兵
起
。」
…
…
。
時
劉
裕
擅
命
、
兵
革
不
休
。

（
十
一
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
南
河
北
河
四
十
一

黃
帝
曰
、「
熒
惑
舎
南
河
戒
、
其
國
有
男
喪
、
民
飢
。」
…
…
。
公
連
曰
、「
太
白
舎
居
北
河
戒
、
經
三
旬
、
有
女
喪
。
中
國
兵
所
向
者
大
勝
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
四
、
熒
惑
占
五
、
熒
惑
犯
南
方
七
宿
、
熒
惑
犯
輿
鬼
二

郗
萌
曰
、「
熒
惑
舎
輿
鬼
中
、
十
餘
日
出
輿
鬼
、
又
舎
南
河
二
十
日
・
三
十
日
因
南
行
、
國
有
小
男
喪
。
…
…
。
熒
惑
舎
輿
鬼
中
央
、
十
餘
日
出
輿
鬼
、
又
舎
北
河
二
十

日
・
三
十
日
北
行
、
邦
有
小
女
喪
。」

同
卷
三
十
五
、
熒
惑
占
六
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
上
、
熒
惑
犯
南
北
河
戍
三
十
九

『
黃
帝
占
』
曰
、
…
…
。
又
占
曰
「
熒
惑
舍
南
河
戍
、
二
十
日
、
若
三
十
日
、
國
有
男
喪
。」
…
…
。
郗
萌
曰
、「
熒
惑
舎
北
河
戍
、
三
十
日
、
有
女
喪
。」

同
卷
五
十
一
、
太
白
占
七
、
太
白
犯
石
氏
中
官
、
太
白
犯
南
北
河
三
十
九

　
　

郗
萌
曰
、「
太
白
舍
河
戍
三
十
日
、
國
有
男
喪
。」
…
…
。
郗
萌
曰
、「
太
白
舍
北
河
戍
、
三
十
日
、
有
女
喪
。」

08
①

天
髙
〈
古
豪
反
〉
甘
氏
曰
四
星
在
坐
旗
西
畢
□
晋
志
曰
臺
榭
之
高
主
遠
望
氣
象
也
□
黄
帝
占
曰
月
乗
外
臣
有
謀
者
郗
萌
曰
歳
星
守
天
下
赦
若
逆
行
其
君
齊
戒
不
謹
熒
惑
逆
行

必
有
□
國
一
曰
有
去
王
又
有
破
軍
死
将
火
入
光
軍
起
後
有
合
留
有
煞
之
黄
帝
占
曰
太
白
以
四
月
従
東
方
来
入
留
卅
日
民
受
賜
留
五
十
日
兵
起
宮
辰
星
當
入
不
入
与
太
白
月
舎

入
有
奇
令
也
明
日
太
白
入
成
鈎
巳
天
下
有
憂

08
②

天
高
〈
古
豪
反
。〉。
甘
氏
曰
、「
四
星
。
在
坐
旗
西
、
近□

畢
。」『
晉
志
』
曰
、「
臺
榭
之
高
。
主
遠
望
氣
象
也
。」『
黃
帝
占
』
曰
、「
月
乘
、
外
臣
有
謀
者
。」
郗
萌
曰
、「
歲
星

守
、
天
下
赦
。
若
逆
行
、
其
君
齊
戒
不
謹
。
熒
惑
逆
行
、
必
有
亡□

國
。
一
曰
、『
有
去
王
。』
又
、
有
破
軍
死
將
。
火
入
光
、
軍
起
。
後
有
合
留
、
有
殺
之
。」『
黃
帝
占
』
曰
、
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「
太
白
以
四
月
從
東
方
來
入
、
留
卅
日
、
民
受
賜
。
留
五
十
日
、
兵
起
宮
。
辰
星
當
入
不
入
、
與
太
白
・
月
舎
入
、
有
奇
令
也
。
明
日
、
太
白
入
成
鈎
巳
、
天
下
有
憂
。」

08
③

天
高
〈
古（
一
）豪

の
反
。〉。
甘
氏
曰
く
、「
四（
二
）星

。
坐
旗
の
西
に
在
り
、
畢
に
近
し
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
臺（
三
）榭

の
高
き
な
り
。
氣
象
を
遠
望
す
る
を
主
る
。」
と
。『
黃
帝

占
』
に
曰
く
、「
月（
四
）乘

ず
れ
ば
、
外
臣
に
謀
る
者
有
り
。」
と
。
郗
萌
曰
く
、「
歲（
五
）星

守
せ
ば
、
天
下 

赦
あ
り
。
若
し
逆
行
す
れ
ば
、
其
の
君
齊
戒
す
る
に
謹
ま
ず
。
熒
惑
逆

行
す
れ
ば
、
必
ず
國
を
亡
ぼ
す
有
り
。
一
に
曰
く
、『
王
を
去の
ぞ

く
有
り
。』
と
。
又
、
軍
を
破
り
將
を
死
せ
し
む
有
り
。
火
入
り
て
光
け
ば
、
軍
起
こ
る
。
後
に
合
・
留
す
る

こ
と
有
れ
ば
、
之
を
殺
す
有
り
。」
と
。『
黃
帝
占
』
に
曰
く
、「
太（
六
）白 

四
月
を
以
て
東
方
從
り
來
り
入
り
、
留
す
る
こ
と
卅
日
な
れ
ば
、
民 

賜
を
受
く
。
留
す
る
こ
と
五
十

日
な
れ
ば
、
兵 
宮
に
起
こ
る
。
辰
星
當
に
入
る
べ
く
し
て
入
ら
ず
、
太
白
・
月
と
舎
し
入
れ
ば
、
奇
令
有
る
な
り
。
明
日
、
太
白
入
り
て
鈎
巳
を
成
せ
ば
、
天
下
に
憂
有

り
。」
と
。

08
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
二
高
部

高
、
古
豪
反
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』

天
高
、
四
星
、
在
坐
旗
西
南
・
近
畢
。〈
天
高
□
遠
、
九
層
望
樓
。〉

『
天
文
要
錄
』
甘
內
宮
占
第
四
十
八
、
天
高
六
十
四

甘
徳
曰
、「
天
高
、
四
星
、
四
星
、
在
坐
旗
西
北
、
近
畢
。
天
高
看
遠
、
九
增
望
樓
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
天
高
星
占
六
十
三

甘
氏
曰
、「
天
高
、
四
星
、
在
參
旗
西
・
近
畢
。
…
…
。『
甘
氏
讚
』
曰
、「
天
高
闕
遠
、
九
層
望
樓
。」

（
三
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

坐
旗
西
四
星
、
曰
天
高
、
臺
榭
之
高
。
主
遠
望
氣
象
。

（
四
）『
開
元
占
經
』
卷
十
四
、
月
占
四
、
月
犯
石
氏
中
官
一

帝
覽
嬉
曰
、「
月
乘
天
高
、
將
死
、
外
臣
有
誅
者
。」

（
五
）『
開
元
占
經
』
卷
二
十
九
、
歲
星
占
七
、
歲
星
犯
甘
氏
外
官
二
、
歲
星
犯
天
高
六

黃
帝
占
曰
、
歲
星
逆
行
天
高
、
其
君
齋
戒
不
謹
。
一
曰
、
守
天
高
、
赦
。

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
七
、
熒
惑
占
八
、
熒
惑
犯
甘
氏
中
官
二
、
熒
惑
犯
天
高
十
六

郗
萌
曰
、「
熒
惑
逆
行
天
高
中
、
必
有
破
軍
、
死
將
、
亡
國
、
去
王
。」

（
六
）『
開
元
占
經
』
卷
五
十
二
、
太
白
占
八
、
太
白
犯
甘
氏
中
官
二
、
太
白
犯
天
高
八

黃
帝
曰
、「
太
白
以
四
月
從
東
方
來
入
天
高
、
留
三
十
日
、
民
受
賜
。
留
五
十
日
、
兵
起
宮
中
。」
郗
萌
曰
、「
太
白
入
天
高
、
成
勾
巳
、
天
下
有
憂
。
太
白
舍
天
高
中
、

有
奇
令
。」
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『
開
元
占
經
』
卷
五
十
九
、
辰
星
占
七
、
辰
星
犯
甘
氏
中
官
二
、
辰
星
犯
天
高
四

郗
萌
曰
、「
辰
星
舍
入
天
高
、
有
奇
令
。」

09
①

五
諸
侯
〈
至
舒
反
胡
溝
反
〉
石
氏
曰
五
星
在
井
北
近
北
河
西
星
入
井
二
度
去
極
五
十
七
也
土
官
之
。
□
晋
志
曰
主
刺
舉
戎
不
虞
亦
曰
主
帝
心
一
曰
帝
師
友
三
公
博
士
太
史
此

五
者
常
為
帝
定
疑
議
星
明
大
潤
澤
則
天
下
大
治
角
則
禍
在
中
也
東
端
一
星
齊
西
端
一
星
秦
其
餘
星
皆
為
國
諸
侯
微
細
者
凶
□
郗
萌
曰
不
明
若
不
見
天
下
貴
人
有
謀
其
主
者
不

出
三
年
發
之
□
月
犯
諸
侯
〻
〻
受
誅
□
□
巫
咸
曰
五
星
出
入
期
卅
日
兵
起
□
□
石
氏
曰
熒
惑
守
諸
侯
〻
〻
有
誅
太
白
守
兵
官
乱
□
□
晋
志
曰
太
白
犯
五
諸
侯
〻
〻
有
誅

09
②

五
諸
侯
〈
至
舒
反
。
胡
溝
反
。〉。
石
氏
曰
、「
五
星
。
在
井
北
・
近
北
河
。
西
星
、
入
井
二
度
、
去
極
五
十
七
也
。」
土
官
之
。『
晉
志
』
曰
、「
主
刺
擧
、
戒□

不
虞
。」
亦
曰
、

「
主
帝
心
。
一
曰
、
帝
師
・
友
・
三
公
・
博
士
・
太
史
、
此
五
者
常
爲
帝
定
疑
議
。
星
明
大
潤
澤
、
則
天
下
大
治
。
角
、
則
禍
在
中
也
。
東
端
一
星
齊
、
西
端
一
星
秦
、
其
餘

星
皆
爲
國
・
諸
侯
。
微
細
者
凶
。」
郗
萌
曰
、「
不
明
若
不
見
、
天
下
貴
人
有
謀
其
主
者
、
不
出
三
年
發
之
。」
月
犯
諸
侯
、
諸
侯
受
誅
。
巫
咸
曰
、「
五
星
出
入
、
期
卅
日
、

兵
起
。」
石
氏
曰
、「
熒
惑
守
諸
侯
、
諸
侯
有
誅
。
太
白
守
、
兵
・
官
亂
。」『
晉
志
』
曰
、「
太
白
犯
五
諸
侯
、
諸
侯
有
誅
。」

09
③

五
諸
侯
〈
至（
一
）舒

の
反
。
胡（
二
）溝

の
反
。〉。
石
氏
曰
く
、「
五（
三
）星

。
井
の
北
に
在
り
、
北
河
に
近
し
。
西
星
、
井
の
二
度
に
入
り
、
極
を
去
る
こ
と
五
十
七
な
り
。
土
官
な
り
。」

と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
刺（
四
）擧

を
主
り
、
不
虞
を
戒
む
。」
と
。
亦
た
曰
く
、「
帝
心
を
主
る
。
一
に
曰
く
、
帝
の
師
・
友
・
三
公
・
博
士
・
太
史
、
此
の
五
者
は
常
に
帝
の

爲
に
疑
議
を
定
む
、
と
。
星 

明
ら
か
に
大
い
に
潤
澤
あ
れ
ば
、
則
ち
天
下
大
い
に
治
ま
る
。
角
あ
れ
ば
、
則
ち
禍 

中
に
在
る
な
り
。」
と
。
東（
五
）端

の
一
星
は
齊
、
西
端
の
一

星
は
秦
、
其
の
餘
の
星
も
皆 

國
・
諸
侯
と
爲
す
。
微
細
な
る
者
は
凶
。
郗
萌
曰
く
、「
明（
六
）ら

か
な
ら
ざ
る
こ
と
見
え
ざ
る
が
若
き
な
れ
ば
、
天
下
の
貴
人
に
其
の
主
を
謀
る

者
有
り
、
三
年
を
出
で
ず
し
て
之
を
發
す
。」
と
。
月（
七
） 

諸
侯
を
犯
せ
ば
、
諸
侯 

誅
を
受
く
。
巫
咸
曰
く
、「
五（
八
）星

出
入
す
れ
ば
、
卅
日
を
期
と
し
て
、
兵
起
こ
る
。」
と
。
石

氏
曰
く
、「
熒（
九
）惑 

諸
侯
に
守
せ
ば
、
諸
侯
に
誅
せ
ら
る
有
り
。
太
白
守
せ
ば
、
兵
・
官
亂
る
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
太（
十
）白 

五
諸
侯
を
犯
せ
ば
、
諸
侯
に
誅
せ
ら
る
有

り
。」
と
。

09
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
九
言
部

諸
、
至
餘
反
。

※
廣
韻
は
、
諸
・
舒
・
餘
、
倶
に
上
平
九
魚
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
七
矢
部

侯
、
胡
溝
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』

五
諸
侯
、
五
星
、
在
東
井
北
、
近
北
河
。〈
五
諸
侯
五
星
、
主
議
疑
。〉
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『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
五
諸
侯
四
十
二

石
申
曰
、「
五
諸
侯
、
五
星
、
在
東
井
、
近
北
河
。
…
…
。
爲
土
官
也
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
五
諸
侯
占
四
十

石
氏
曰
、「
五
諸
侯
、
五
星
。
在
東
井
北
、
近
北
河
〈
西
星
、
入
井
二
度
、
去
極
五
十
七
度
、
在
黃
道
內
三
度
少
〉。」
…
…
。
巫
咸
曰
、「
五
諸
侯
士
官
。」

（
四
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

五
諸
侯
五
星
、
在
東
井
北
。
主
刺
擧
、
戒
不
虞
。
又
曰
、
理
陰
陽
、
察
得
失
。
亦
曰
、
主
帝
心
。
一
曰
、
帝
師
、
二
曰
帝
友
、
三
曰
三
公
、
四
曰
博
士
、
五
曰
太
史
、

此
五
者
常
爲
帝
定
疑
議
。
星
明
大
潤
澤
、
則
天
下
大
治
。
芒
角
、
則
禍
在
中
。

（
五
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
五
諸
侯
四
十
二

主
五
諸
侯
天
子
之
刺
輿
。
…
…
。
東
端
一
星
齊
也
。
西
端
一
星
秦
也
。
其
餘
星
皆
爲
諸
國
。
故
明
大
潤
澤
者
吉
、
微
細
不
明
者
凶
。
…
…
。
郗
萌
曰
、「
五
諸
侯
微
細

者
、
天
下
大
凶
。
…
…
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
五
諸
侯
占
四
十

石
氏
曰
、「
五
諸
侯
、
五
星
。
在
北
戍
之
南
、
東
西
列
。
東
端
第
一
星
齊
也
西
端
一
星
秦
也
。
其
餘
星
皆
爲
諸
國
。」『
春
秋
緯
元
命
包
』
曰
、「
五
諸
侯
主
刺
舉
、
戒
不

虞
。」
…
…
。
石
氏
曰
、「
五
諸
侯
、
星
明
大
潤
澤
、
大
小
齊
同
者
、
吉
、
諸
侯
忠
良
、
王
道
大
興
。
細
微
者
凶
。」

（
六
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
五
諸
侯
四
十
二
（
上
引
郗
萌
曰
の
下
文
）

郗
萌
曰
、「
五
諸
侯
微
細
者
、
天
下
大
凶
。
君
臣
及
百
姓
不
和
、
萬
物
不
成
。
若
不
見
者
、
天
下
貴
人
有
謀
其
主
者
、
不
出
三
年
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
五
諸
侯
占
四
十

郗
萌
曰
、「
五
諸
侯
星
、
當
明
、
即
天
下
大
治
安
昌
。
不
明
若
不
見
者
、
天
下
之
貴
人
有
謀
其
主
者
、
不
出
三
年
而
發
。」

（
七
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
五
諸
侯
四
十
二

石
申
曰
、「
月
犯
五
諸
侯
、
諸
侯
誅
。」

『
開
元
占
經
』
卷
十
四
、
月
占
四
、
月
犯
石
氏
中
官
一

石
氏
曰
、「
月
犯
五
諸
侯
、
諸
侯
誅
。」

（
八
）『
開
元
占
經
』
卷
二
十
八
、
歲
星
占
六
、
歲
星
犯
石
氏
中
官
、
歲
星
犯
五
諸
侯
三
十
九

巫
咸
曰
、「
歲
星
入
五
諸
侯
、
伺
其
出
日
而
數
之
若
二
十
日
、
兵
發
。」

同
卷
三
十
五
、
熒
惑
占
六
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
上
、
熒
惑
犯
五
諸
侯
四
十

巫
咸
曰
、「
熒
惑
入
五
諸
侯
、
伺
其
出
日
而
數
之
、
皆
二
十
日
兵
發
。」

同
卷
四
十
三
、
塡
星
占
六
、
塡
星
犯
石
氏
中
官
、
塡
星
犯
五
諸
侯
三
十
八

巫
咸
曰
、「
塡
星
入
五
諸
侯
、
伺
其
出
日
而
數
之
二
十
日
、
兵
發
。」

同
卷
五
十
一
、
太
白
占
七
、
太
白
犯
石
氏
中
官
、
太
白
犯
五
諸
侯
四
十
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巫
咸
曰
、「
太
白
犯
五
諸
侯
、
有
兵
起
、
大
將
出
。
若
大
臣
有
誅
。
若
有
戮
死
。
如
入
五
諸
侯
、
伺
其
出
日
而
數
之
期
二
十
日
、
兵
發
。」

同
卷
五
十
八
、
辰
星
占
六
、
辰
星
犯
石
氏
中
官
、
辰
星
犯
五
諸
侯
三
十
八

巫
咸
曰
、「
辰
星
入
五
諸
侯
、
伺
其
出
之
日
而
數
之
二
十
日
、
兵
起
發
。」

（
九
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
五
諸
侯
四
十
二

郗
萌
曰
、「
熒
惑
守
諸
侯
、
諸
侯
有
奪
地
斬
死
者
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
五
、
熒
惑
占
六
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
上
、
熒
惑
犯
五
諸
侯
四
十

郗
萌
曰
、「
熒
惑
守
五
諸
侯
、
諸
侯
有
奪
地
斬
死
者
。」
石
氏
曰
、「
熒
惑
犯
五
諸
侯
、
若
守
之
、
兵
大
起
、
將
士
出
、
諸
侯
有
憂
。
若
有
兵
死
者
。
期
三
年
。」
…
…
。

郗
萌
曰
、「
熒
惑
中
犯
・
乘
・
守
五
諸
侯
、
爲
所
中
犯
・
乘
・
守
者
誅
。
若
有
殃
、
期
三
年
、
兵
發
。」

同
卷
五
十
一
、
太
白
占
七
、
太
白
犯
石
氏
中
官
、
太
白
犯
五
諸
侯
四
十

『
文
曜
鈎
』
曰
、「
太
白
守
五
諸
侯
、
四
猾
起
、
兵
・
官
亂
。」

（
十
）『
晉
書
』
卷
十
三
、
天
文
志
下
、
月
五
星
犯
列
舍

（
安
帝
）
元
興
元
年
三
月
戊
子
、
太
白
犯
五
諸
侯
、
因
晝
見
。
占
曰
、「
諸
侯
有
誅
。」
…
…
。（
義
熙
六
年
三
月
己
亥
）
太
白
犯
五
諸
侯
。
占
曰
、「
諸
侯
有
誅
。」

10
①

積
水
〈
子
亦
反
入
尸
祭
反
上
〉
石
氏
曰
一
星
在
北
河
西
北
入
井
十
三
度
去
極
五
十
五
度
在
黃
道
内
十
二
度
之
□
□
□
□
□
積
水
給
酒
旗
給
天

也
水
官
也
□
□
晋
志
曰
所
以

供
酒
食
之
正
也
辰
星
守
為
旱
□
□
巫
咸
曰
熒
惑
守
大
水
名
水
出
〻
入
之
水
兵
大
臣
誅
也

10
②
積
水
〈
子
亦
反
、
入
。
尸
癸□

反
、
上
。〉。
石
氏
曰
、「
一
星
。
在
北
河
西
北
。
入
井
十
三
度
、
去
極
五
十
五
度
、
在
黃
道
內
十
二
度
太□

。」「
積
水
給
酒
旗
、
給
天
稷●

也
、

水
官
也
。」『
晉
志
』
曰
、「
所
以
供
酒
食
之
正
也
。
辰
星
守
、
爲
旱
。」
巫
咸
曰
、「
熒
惑
守
、
大
水
、
名
水
出
。
出
入
之
、
水
・
兵
、
大
臣
誅
也
。」

●
「
酒
旗
」「
天
稷
」
は
星
名
と
解
し
た
。

10
③
積
水
〈
子（
一
）亦

の
反
、
入
。
尸（
二
）癸

の
反
、
上
。〉。
石
氏
曰
く
、「
一（
三
）星

。
北
河
の
西
北
に
在
り
。
井
に
入
る
こ
と
十
三
度
、
極
を
去
る
こ
と
五
十
五
度
、
黃
道
の
內
に
在
る

こ
と
十
二
度
太
。」
と
。「
積（
四
）水

は
酒
旗
に
給
し
、
天
稷
に
給
す
る
な
り
、
水
官
な
り
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
酒（
五
）食

の
正
し
き
を
供
す
る
所
以
な
り
。
辰
星
守
せ
ば
、
旱

と
爲
す
。」
と
。
巫
咸
曰
く
、「
熒（
六
）惑

守
せ
ば
、
大
水
あ
り
、
名
水
出
づ
。
之
に
出
入
せ
ば
水
・
兵
あ
り
、
大
臣
誅
せ
ら
る
る
な
り
。」
と
。

10
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
五
禾
部

積
、
子
亦
反
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
九
水
部

水
、
尸
癸
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』
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積
水
、
一
星
。
在
北
河
西
北
。
一
曰
、
積
薪
東
北
。〈
積
水
一
星
、
主
酒

旗
。〉

『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
積
水
四
十
三

魏
石
申
曰
、「
積
水
、
一
星
、
在
北
河
西
北
。
…
…
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
積
水
星
占
四
十
一

石
氏
曰
、「
積
水
、
一
星
。
在
北
河
西
星
北
、
入
井
十
三
度
、
去
極
五
十
五
度
、
在
黃
道
內
十
二
度
太
。」

（
四
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
積
水
四
十
三

魏
石
申
曰
、「
積
水
、
一
星
、
在
北
河
西
北
。
一
曰
、
積
薪
東
北
。
積
水
主
給
酒
旗
也
。
一
名
積
酒
。
一
名
供
酒
。
主
水
滿
官
也
。
…
…
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
積
水
星
占
四
十
一

『
黃
帝
占
』
曰
、「
積
水
、
一
星
。
給
酒
旗
。
積
水
者
甘
泉
也
。
擬
於
醪
釀
、
以
待
賓
客
。
其
星
欲
明
、
天
下
安
、
饗
讌
之
禮
行
。
其
星
不
明
、
人
主
不
安
、
五
穀
不
豋
、

饗
讌
禮
廢
、
徭
役
殷
煩
、
人
民
憂
。」

石
氏
『
讚
』
曰
、「
積
水
星
、
給
酒
旗
。」

（
五
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

積
水
、
一
星
。
在
北
河
西
北
。
水
河
也
、
所
以
供
酒
食
之
正
也
。

『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
積
水
四
十
三

『
東
晉
紀
』
曰
、「
辰
星
守
留
積
水
、
天
下
大
旱
、
五
穀
半
得
。」

『
開
元
占
經
』
卷
五
十
八
、
辰
星
占
六
、
辰
星
犯
石
氏
中
官
、
辰
星
犯
積
水
三
十
九

石
氏
曰
、「
辰
星
守
積
水
、
旱
。」

（
六
）『
天
文
要
錄
』
石
內
宮
占
四
十
一
、
積
水
四
十
三

甘
氏
曰
、「
熒
惑
入
積
水
、
水
・
兵
起
、
大
臣
誅
。
若
守
、
大
水
、
國
壞
、
五
穀
不
登
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
六
、
熒
惑
占
七
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
下
、
熒
惑
犯
積
水
四
十
一

巫
咸
曰
、「
熒
惑
入
積
水
、
大
臣
誅
。
熒
惑
守
積
水
、
有
大
名
水
出
。
出
入
、
定
有
水
・
兵
。」


